
議案第１７３号

渋川市税条例等の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和元年１１月２８日提出

渋川市長 髙 木 勉

渋川市税条例等の一部を改正する条例

（渋川市税条例の一部改正）

第１条 渋川市税条例（平成１８年渋川市条例第５６号）の一部を次のよう

に改正する。

目次中「第１節 入湯税（第１４１条―第１５１条）」を

「第１節 入湯税（第１４１条―第１５１条）

第２節 都市計画税（第１５２条）

第３節 国民健康保険税（第１５３条） 」に改める。

第３条第２項中「入湯税とする」を「次に掲げるものとする」に改め、

同項に次の各号を加える。

（１） 入湯税

（２） 都市計画税

（３） 国民健康保険税

第１８条中「第２条」を「第２条第２項」に改める。

第１８条の３中「省令」を「施行規則」に改める。

第１９条の見出し中「納付し又は」を「納付し、又は」に改める。

第３３条第４項及び第６項、第３６条の２第１項ただし書及び第２項並

びに第３６条の３第２項及び第３項中「省令」を「施行規則」に改める。

第４３条第１項中「この条」を「以下この条」に改める。

第４８条第１項及び第５項並びに第５０条第１項中「省令」を「施行規

則」に改める。

第５１条第２項中「前７日」を削る。

第５３条の９第１項及び第５４条第７項中「省令」を「施行規則」に改

める。

第５７条第２号中「若しくは」を「又は」に改める。



第６１条第１項中「こと」を「ごと」に改める。

第６３条の２の見出し及び同条第１項中「省令」を「施行規則」に改め

る。

第７１条第２項中「前７日」を削る。

第７３条中「土地分類図」を「土壌分類図」に改める。

第８１条の３、第８１条の６及び第８７条第１項から第３項までの規定

中「省令」を「施行規則」に改める。

第８９条第２項並びに第９０条第２項及び第３項中「前７日」を削る。

第９１条第８項中「き損」を「毀損」に改める。

第９３条の２中「省令」を「施行規則」に改める。

第９４条第３項第２号中「省令」を「施行規則」に改め、同条第４項中

「第３項第１号」を「前項第１号」に改め、同条第１０項中「省令」を「

施行規則」に改める。

第９６条第２項、第９８条及び第１０１条第１項中「省令」を「施行規

則」に改める。

第１３６条の見出し中「特別士地保有税」を「特別土地保有税」に改め

る。

第１３９条の３第２項中「前７日」を削る。

第３章に次の２節を加える。

第２節 都市計画税

（都市計画税の課税客体等）

第１５２条 都市計画税の課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収につ

いては、渋川市都市計画税条例（平成１８年渋川市条例第５７号）の定

めるところによる。

第３節 国民健康保険税

（国民健康保険税の課税客体等）

第１５３条 国民健康保険税の課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収

については、渋川市国民健康保険税条例（平成１８年渋川市条例第１４

４号）の定めるところによる。

附則第１０条の２第１項中「３分の１」を「、３分の１」に改め、同条



第２項中「２分の１」を「、２分の１」に改め、同条第３項中「４分の３

」を「、４分の３」に改め、同条第４項から第９項までの規定中「３分の

２」を「、３分の２」に改め、同条第１０項及び第１１項中「４分の３」

を「、４分の３」に改め、同条第１２項から第１４項までの規定中「２分

の１」を「、２分の１」に改め、同条第１５項中「３分の２」を「、３分

の２」に改め、同条第１６項中「２分の１」を「、２分の１」に改め、同

条第１７項中「３分の２」を「、３分の２」に改め、同条第１８項中「０

」を「、０」に改め、同条第１９項中「３分の２」を「、３分の２」に改

める。

附則第１５条第３項中「修正取得価格」を「修正取得価額」に改め、同

条第４項各号列記以外の部分中「省令」を「施行規則」に改める。

附則第１８条第１項中「第３４条の２の」を「第３４条の２の規定の」

に改める。

（渋川市税条例の一部を改正する条例の一部改正）

第２条 渋川市税条例の一部を改正する条例（平成１８年渋川市条例第２６

４号）の一部を次のように改正する。

附則第５条第５項中「省令第３４号の２様式」を「施行規則第３４号の

２様式」に改める。

第３条 渋川市税条例の一部を改正する条例（平成２２年渋川市条例第１６

号）の一部を次のように改正する。

附則第３条第５項中「省令第３４号の２様式」を「施行規則第３４号の

２様式」に改める。

（渋川市税条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第４条 渋川市税条例等の一部を改正する条例（平成３０年渋川市条例第２

６号）の一部を次のように改正する。

第１条のうち渋川市税条例第４８条第１項を改め、同条に３項を加える

改正規定中「及び省令」を「及び施行規則」に改める。

附則第５条第３項中「省令」を「施行規則」に改め、同条第４項の表第

９８条第４項の項中「省令第３４号の２様式」を「施行規則第３４号の２

様式」に改め、同条第５項中「省令」を「施行規則」に改める。



附則第８条第３項中「省令」を「施行規則」に改め、同条第４項の表第

９８条第４項の項中「省令第３４号の２様式」を「施行規則第３４号の２

様式」に改め、同条第５項中「省令」を「施行規則」に改める。

附則第１０条第３項中「省令」を「施行規則」に改め、同条第４項の表

第９８条第４項の項中「省令第３４号の２様式」を「施行規則第３４号の

２様式」に改め、同条第５項中「省令」を「施行規則」に改める。

第５条 渋川市税条例等の一部を改正する条例（平成３１年渋川市条例第４

３号）の一部を次のように改正する。

第３条のうち渋川市税条例第４８条第１項を改め、同条に５項を加える

改正規定の第１３項、第１４項及び第１５項中「省令」を「施行規則」に

改める。

（渋川市税条例の一部を改正する条例の一部改正）

第６条 渋川市税条例の一部を改正する条例（令和元年渋川市条例第３号）

の一部を次のように改正する。

第１条のうち渋川市税条例第３６条の２第８項を第９項とし、第７項を

第８項とし、第６項を第７項とし、第５項の次に１項を加える改正規定中

「省令」を「施行規則」に改める。

第１条のうち渋川市税条例第３６条の３の２第１項並びに第３６条の３

の３第１項、第２項及び第４項の改正規定中「、「施行規則」を「省令」

に」を削る。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

理 由

条例の評価・見直しの審査結果に基づき、所要の改正をしようとするもの

のである。



渋川市税条例等の一部を改正する条例（案）新旧対照表
渋川市税条例（平成１８年渋川市条例第５６号）の一部改正

（第１条関係） （傍線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

目次 目次

第１章 総則 第１章 総則

第１節 通則（第１条―第６条） 第１節 通則（第１条―第６条）

第２節 賦課徴収（第７条―第２２条） 第２節 賦課徴収（第７条―第２２条）

第２章 普通税 第２章 普通税

第１節 市民税（第２３条―第５３条の１２） 第１節 市民税（第２３条―第５３条の１２）

第２節 固定資産税（第５４条―第７９条） 第２節 固定資産税（第５４条―第７９条）

第３節 軽自動車税（第８０条―第９１条の２） 第３節 軽自動車税（第８０条―第９１条の２）

第４節 市たばこ税（第９２条―第１０２条） 第４節 市たばこ税（第９２条―第１０２条）

第５節 鉱産税（第１０３条―第１３０条） 第５節 鉱産税（第１０３条―第１３０条）

第６節 特別土地保有税（第１３１条―第１４０条の７） 第６節 特別土地保有税（第１３１条―第１４０条の７）

第３章 目的税 第３章 目的税

第１節 入湯税（第１４１条―第１５１条） 第１節 入湯税（第１４１条―第１５１条）

第２節 都市計画税（第１５２条）

第３節 国民健康保険税（第１５３条）

附則 附則

（税目） （税目）

第３条 （略） 第３条 （略）

２ 市税として課する目的税は、次に掲げるものとする。 ２ 市税として課する目的税は、入湯税とする 。

（１） 入湯税

（２） 都市計画税

（３） 国民健康保険税

（公示送達） （公示送達）

第１８条 法第２０条の２の規定による公示送達は、渋川市公告式条例（平 第１８条 法第２０条の２の規定による公示送達は、渋川市公告式条例（平

成１８年渋川市条例第３号）第２条第２項に規定する掲示場に掲示して行 成１８年渋川市条例第３号）第２条 に規定する掲示場に掲示して行

うものとする。 うものとする。

（納税証明事項） （納税証明事項）

議
案
第
１
７
３
号
参
考
資
料



第１８条の３ 地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下「施 第１８条の３ 地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下「省

行規則」という。）第１条の９第２号に規定する事項は、道路運送車両法 令 」という。）第１条の９第２号に規定する事項は、道路運送車両法

（昭和２６年法律第１８５号）第５９条第１項に規定する検査対象軽自動 （昭和２６年法律第１８５号）第５９条第１項に規定する検査対象軽自動

車又は２輪の小型自動車について天災その他やむを得ない事由により種別 車又は２輪の小型自動車について天災その他やむを得ない事由により種別

割を滞納している場合においてその旨とする。 割を滞納している場合においてその旨とする。

（納期限後に納付し、又は納入する税金又は納入金に係る延滞金） （納期限後に納付し又は 納入する税金又は納入金に係る延滞金）

第１９条 （略） 第１９条 （略）

（所得割の課税標準） （所得割の課税標準）

第３３条 （略） 第３３条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた年の翌年の４月１日の属 ４ 前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた年の翌年の４月１日の属

する年度分の特定配当等申告書（市民税の納税通知書が送達される時まで する年度分の特定配当等申告書（市民税の納税通知書が送達される時まで

に提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。）に特 に提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。）に特

定配当等に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記 定配当等に係る所得の明細に関する事項その他省令 に定める事項の記

載があるとき（特定配当等申告書にその記載がないことについてやむを得 載があるとき（特定配当等申告書にその記載がないことについてやむを得

ない理由があると市長が認めるときを含む。）は、当該特定配当等に係る ない理由があると市長が認めるときを含む。）は、当該特定配当等に係る

所得の金額については、適用しない。ただし、第１号に掲げる申告書及び 所得の金額については、適用しない。ただし、第１号に掲げる申告書及び

第２号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書 第２号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書

に記載された事項その他の事情を勘案して、この項の規定を適用しないこ に記載された事項その他の事情を勘案して、この項の規定を適用しないこ

とが適当であると市長が認めるときは、この限りでない。 とが適当であると市長が認めるときは、この限りでない。

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略）

５ （略） ５ （略）

６ 前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額に係る所得が生じた年の翌年の ６ 前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額に係る所得が生じた年の翌年の

４月１日の属する年度分の特定株式等譲渡所得金額申告書（市民税の納税 ４月１日の属する年度分の特定株式等譲渡所得金額申告書（市民税の納税

通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下こ 通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下こ

の項において同じ。）に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関す の項において同じ。）に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関す

る事項その他施行規則に定める事項の記載があるとき（特定株式等譲渡所 る事項その他省令 に定める事項の記載があるとき（特定株式等譲渡所

得金額申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市 得金額申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市

長が認めるときを含む。）は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の 長が認めるときを含む。）は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の

金額については、適用しない。ただし、第１号に掲げる申告書及び第２号 金額については、適用しない。ただし、第１号に掲げる申告書及び第２号

に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載 に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載

された事項その他の事情を勘案して、この項の規定を適用しないことが適 された事項その他の事情を勘案して、この項の規定を適用しないことが適

当であると市長が認めるときは、この限りでない。 当であると市長が認めるときは、この限りでない。

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略）

議
案
第
１
７
３
号
参
考
資
料



議
案
第
１
７
３
号
参
考
資
料

（市民税の申告） （市民税の申告）

第３６条の２ 第２３条第１項第１号に掲げる者は、３月１５日までに、規 第３６条の２ 第２３条第１項第１号に掲げる者は、３月１５日までに、規

則で定める申告書を市長に提出しなければならない。ただし、法第３１７ 則で定める申告書を市長に提出しなければならない。ただし、法第３１７

条の６第１項又は第４項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払 条の６第１項又は第４項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払

報告書を提出する義務がある者から１月１日現在において給与又は公的年 報告書を提出する義務がある者から１月１日現在において給与又は公的年

金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的 金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的

年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの（公的年金等に係る所得 年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの（公的年金等に係る所得

以外の所得を有しなかった者で社会保険料控除額（令第４８条の９の７に 以外の所得を有しなかった者で社会保険料控除額（令第４８条の９の７に

規定するものを除く。）、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除 規定するものを除く。）、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除

額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額（所得税法第 額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額（所得税法第

２条第１項第３３号の４に規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除く ２条第１項第３３号の４に規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除く

。）若しくは法第３１４条の２第５項に規定する扶養控除額の控除又はこ 。）若しくは法第３１４条の２第５項に規定する扶養控除額の控除又はこ

れらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第３１３条第８ れらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第３１３条第８

項に規定する純損失の金額の控除、同条第９項に規定する純損失若しくは 項に規定する純損失の金額の控除、同条第９項に規定する純損失若しくは

雑損失の金額の控除若しくは第３４条の７の規定により控除すべき金額（ 雑損失の金額の控除若しくは第３４条の７の規定により控除すべき金額（

以下この条において「寄附金税額控除額」という。）の控除を受けようと 以下この条において「寄附金税額控除額」という。）の控除を受けようと

するものを除く。以下この条において「給与所得等以外の所得を有しなか するものを除く。以下この条において「給与所得等以外の所得を有しなか

った者」という。）及び第２４条第２項に規定する者（施行規則第２条の った者」という。）及び第２４条第２項に規定する者（省令 第２条の

２第１項の表の上欄の（二）に掲げる者を除く。）については、この限り ２第１項の表の上欄の（二）に掲げる者を除く。）については、この限り

でない。 でない。

２ 前項の規定により申告書を市長に提出すべき者のうち、前年の合計所得 ２ 前項の規定により申告書を市長に提出すべき者のうち、前年の合計所得

金額が基礎控除額、配偶者控除額及び扶養控除額の合計額以下である者（ 金額が基礎控除額、配偶者控除額及び扶養控除額の合計額以下である者（

施行規則第２条の２第１項の表の上欄に掲げる者を除く。）が提出すべき 省令 第２条の２第１項の表の上欄に掲げる者を除く。）が提出すべき

申告書の様式は、施行規則第２条第４項ただし書の規定により、市長の定 申告書の様式は、省令 第２条第４項ただし書の規定により、市長の定

める様式による。 める様式による。

３～８ （略） ３～８ （略）

（所得税に係る更正又は決定事項の申告義務） （所得税に係る更正又は決定事項の申告義務）

第３６条の３ （略） 第３６条の３ （略）

２ 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項（施行規則第２ ２ 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項（省令 第２

条の３第１項に規定する事項を除く。）のうち法第３１７条の２第１項各 条の３第１項に規定する事項を除く。）のうち法第３１７条の２第１項各

号又は第３項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により付記さ 号又は第３項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により付記さ

れた事項は、前条第１項又は第３項から第５項までの規定による申告書に れた事項は、前条第１項又は第３項から第５項までの規定による申告書に

記載されたものとみなす。 記載されたものとみなす。

３ 第１項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に ３ 第１項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に

、施行規則第２条の３第２項各号に掲げる事項を付記しなければならない 、省令 第２条の３第２項各号に掲げる事項を付記しなければならない

。 。
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（普通徴収に係る個人の市民税の賦課額の変更又は決定及びこれらに係る （普通徴収に係る個人の市民税の賦課額の変更又は決定及びこれらに係る

延滞金の徴収） 延滞金の徴収）

第４３条 普通徴収の方法によって徴収する個人の市民税について所得税の 第４３条 普通徴収の方法によって徴収する個人の市民税について所得税の

納税義務者が提出した修正申告書又は国の税務官署がした所得税の更正若 納税義務者が提出した修正申告書又は国の税務官署がした所得税の更正若

しくは決定に関する書類を法第３２５条の規定により閲覧し、その賦課し しくは決定に関する書類を法第３２５条の規定により閲覧し、その賦課し

た税額を変更し、若しくは賦課する必要を認めた場合には、既に第３５条 た税額を変更し、若しくは賦課する必要を認めた場合には、既に第３５条

第１号ただし書若しくは第２号又は第３６条の規定を適用して個人の市民 第１号ただし書若しくは第２号又は第３６条の規定を適用して個人の市民

税を賦課していた場合を除くほか、直ちに変更による不足税額又は賦課さ 税を賦課していた場合を除くほか、直ちに変更による不足税額又は賦課さ

れるべきであった税額のうちその決定があった日までの納期に係る分（以 れるべきであった税額のうちその決定があった日までの納期に係る分（こ

下この条において「不足税額」という。）を追徴する。 の条 において「不足税額」という。）を追徴する。

２～４ （略） ２～４ （略）

（法人の市民税の申告納付） （法人の市民税の申告納付）

第４８条 市民税を申告納付する義務がある法人は、法第３２１条の８第１ 第４８条 市民税を申告納付する義務がある法人は、法第３２１条の８第１

項、第２項、第４項、第１９項、第２２項及び第２３項の規定による申告 項、第２項、第４項、第１９項、第２２項及び第２３項の規定による申告

書を、同条第１項、第２項、第４項、第１９項及び第２３項の申告納付に 書を、同条第１項、第２項、第４項、第１９項及び第２３項の申告納付に

あってはそれぞれこれらの規定による納期限までに、同条第２２項の申告 あってはそれぞれこれらの規定による納期限までに、同条第２２項の申告

納付にあっては遅滞なく市長に提出し、及びその申告に係る税金又は同条 納付にあっては遅滞なく市長に提出し、及びその申告に係る税金又は同条

第１項後段及び第３項の規定により提出があったものとみなされる申告書 第１項後段及び第３項の規定により提出があったものとみなされる申告書

に係る税金を施行規則第２２号の４様式による納付書により納付しなけれ に係る税金を省令 第２２号の４様式による納付書により納付しなけれ

ばならない。 ばならない。

２～４ （略） ２～４ （略）

５ 法第３２１条の８第２２項に規定する申告書（同条第２１項の規定によ ５ 法第３２１条の８第２２項に規定する申告書（同条第２１項の規定によ

る申告書を含む。以下この項において同じ。）に係る税金を納付する場合 る申告書を含む。以下この項において同じ。）に係る税金を納付する場合

には、当該税金に係る同条第１項、第２項、第４項又は第１９項の納期限 には、当該税金に係る同条第１項、第２項、第４項又は第１９項の納期限

（納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。第７項第 （納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。第７項第

１号において同じ。）の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該 １号において同じ。）の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該

税額に年１４．６パーセント（申告書を提出した日（同条第２３項の規定 税額に年１４．６パーセント（申告書を提出した日（同条第２３項の規定

の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたと の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたと

きは、当該提出期限）までの期間又はその期間の末日の翌日から１月を経 きは、当該提出期限）までの期間又はその期間の末日の翌日から１月を経

過する日までの期間については、年７．３パーセント）の割合を乗じて計 過する日までの期間については、年７．３パーセント）の割合を乗じて計

算した金額に相当する延滞金額を加算して施行規則第２２号の４様式によ 算した金額に相当する延滞金額を加算して省令 第２２号の４様式によ

る納付書により納付しなければならない。 る納付書により納付しなければならない。

６～９ （略） ６～９ （略）

（法人の市民税に係る不足税額の納付の手続） （法人の市民税に係る不足税額の納付の手続）
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第５０条 法人の市民税の納税者は、法第３２１条の１２の規定に基づく納 第５０条 法人の市民税の納税者は、法第３２１条の１２の規定に基づく納

付の告知を受けた場合には、当該不足税額を当該通知書の指定する期限ま 付の告知を受けた場合には、当該不足税額を当該通知書の指定する期限ま

でに、施行規則第２２号の４様式による納付書により納付しなければなら でに、省令 第２２号の４様式による納付書により納付しなければなら

ない。 ない。

２～４ （略） ２～４ （略）

（市民税の減免） （市民税の減免）

第５１条 （略） 第５１条 （略）

２ 前項の規定によって市民税の減免を受けようとする者は、納期限 ２ 前項の規定によって市民税の減免を受けようとする者は、納期限前７日

までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証 までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証

明する書類を添付して市長に提出しなければならない。 明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

３ （略） ３ （略）

（退職所得申告書） （退職所得申告書）

第５３条の９ 退職手当等の支払を受ける者でその退職手当等の支払を受け 第５３条の９ 退職手当等の支払を受ける者でその退職手当等の支払を受け

るべき日の属する年の１月１日現在において市内に住所を有するものは、 るべき日の属する年の１月１日現在において市内に住所を有するものは、

その支払を受ける時までに、施行規則第５号の９様式による申告書をその その支払を受ける時までに、省令 第５号の９様式による申告書をその

退職手当等の支払をする者を経由して、市長に提出しなければならない。 退職手当等の支払をする者を経由して、市長に提出しなければならない。

この場合において、支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書 この場合において、支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書

を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき法 を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき法

第３２８条の１４の規定により交付される特別徴収票を添付しなければな 第３２８条の１４の規定により交付される特別徴収票を添付しなければな

らない。 らない。

２ （略） ２ （略）

（固定資産税の納税義務者等） （固定資産税の納税義務者等）

第５４条 （略） 第５４条 （略）

２～６ （略） ２～６ （略）

７ 家屋の附帯設備（家屋のうち附帯設備に属する部分その他施行規則第１ ７ 家屋の附帯設備（家屋のうち附帯設備に属する部分その他省令 第１

０条の２の１２で定めるものを含む。）であって、家屋の所有者以外の者 ０条の２の１２で定めるものを含む。）であって、家屋の所有者以外の者

がその事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付 がその事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付

合したことにより家屋の所有者が所有することとなったもの（以下この項 合したことにより家屋の所有者が所有することとなったもの（以下この項

において「特定附帯設備」という。）については、当該取り付けた者の事 において「特定附帯設備」という。）については、当該取り付けた者の事

業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者を 業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者を

もって第１項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部 もって第１項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部

分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課する。 分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課する。
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（固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告） （固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告）

第５７条 法第３４８条第２項第１０号から第１０号の１０までの固定資産 第５７条 法第３４８条第２項第１０号から第１０号の１０までの固定資産

について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第 について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第

１号及び第２号に、家屋については第３号及び第４号に、償却資産につい １号及び第２号に、家屋については第３号及び第４号に、償却資産につい

ては第５号及び第６号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなけ ては第５号及び第６号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなけ

ればならない。この場合において、当該固定資産が同項第１０号から第１ ればならない。この場合において、当該固定資産が同項第１０号から第１

０号の１０までに規定する事業又は施設（以下この条において「社会福祉 ０号の１０までに規定する事業又は施設（以下この条において「社会福祉

事業等」という。）を経営する者の所有に属しないものである場合におい 事業等」という。）を経営する者の所有に属しないものである場合におい

ては、当該固定資産を当該社会福祉事業等を経営する者に無料で使用させ ては、当該固定資産を当該社会福祉事業等を経営する者に無料で使用させ

ていることを証明する書面を添付しなければならない。 ていることを証明する書面を添付しなければならない。

（１） （略） （１） （略）

（２） 社会福祉事業等の開始又は 設立及び当該社会福祉事業等の用 （２） 社会福祉事業等の開始若しくは設立及び当該社会福祉事業等の用

に供する土地の区域変更の年月日 に供する土地の区域変更の年月日

（３）～（６） （略） （３）～（６） （略）

（固定資産税の課税標準） （固定資産税の課税標準）

第６１条 基準年度（昭和３１年度及び昭和３３年度並びに昭和３３年度か 第６１条 基準年度（昭和３１年度及び昭和３３年度並びに昭和３３年度か

ら起算して３年度又は３の倍数の年度を経過するごとの年度をいう。以下 ら起算して３年度又は３の倍数の年度を経過することの年度をいう。以下

同じ。）に係る賦課期日に所在する土地又は家屋（以下「基準年度の土地 同じ。）に係る賦課期日に所在する土地又は家屋（以下「基準年度の土地

又は家屋」という。）に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は 又は家屋」という。）に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は

、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格（以下「基準 、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格（以下「基準

年度の価格」という。）で土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳（以下 年度の価格」という。）で土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳（以下

「土地課税台帳等」という。）又は家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台 「土地課税台帳等」という。）又は家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台

帳（以下「家屋課税台帳等」という。）に登録されたものとする。 帳（以下「家屋課税台帳等」という。）に登録されたものとする。

２～１０ （略） ２～１０ （略）

（施行規則第１５条の３第３項並びに第１５条の３の２第４項及び第５項 （省令 第１５条の３第３項並びに第１５条の３の２第４項及び第５項

の規定による補正の方法の申出） の規定による補正の方法の申出）

第６３条の２ 施行規則第１５条の３第３項並びに第１５条の３の２第４項 第６３条の２ 省令 第１５条の３第３項並びに第１５条の３の２第４項

及び第５項の規定による補正の方法の申出は、当該家屋に係る区分所有者 及び第５項の規定による補正の方法の申出は、当該家屋に係る区分所有者

の代表者が毎年１月３１日までに次に掲げる事項を記載した申出書を市長 の代表者が毎年１月３１日までに次に掲げる事項を記載した申出書を市長

に提出して行わなければならない。 に提出して行わなければならない。

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略）

２ （略） ２ （略）

（固定資産税の減免） （固定資産税の減免）

第７１条 （略） 第７１条 （略）
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２ 前項の規定によって固定資産税の減免を受けようとする者は、納期限 ２ 前項の規定によって固定資産税の減免を受けようとする者は、納期限前

までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとす ７日までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとす

る事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。 る事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

（１）～（５） （略） （１）～（５） （略）

３ （略） ３ （略）

（固定資産に関する地籍図等の様式等） （固定資産に関する地籍図等の様式等）

第７３条 固定資産に関する地籍図、土地使用図、土壌分類図及び家屋見取 第７３条 固定資産に関する地籍図、土地使用図、土地分類図及び家屋見取

図並びに固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関して必要な資料の 図並びに固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関して必要な資料の

様式及びその記載事項については、規則で定める。 様式及びその記載事項については、規則で定める。

（環境性能割の課税標準） （環境性能割の課税標準）

第８１条の３ 環境性能割の課税標準は、３輪以上の軽自動車の取得のため 第８１条の３ 環境性能割の課税標準は、３輪以上の軽自動車の取得のため

に通常要する価額として施行規則第１５条の１０に定めるところにより算 に通常要する価額として省令 第１５条の１０に定めるところにより算

定した金額とする。 定した金額とする。

（環境性能割の申告納付） （環境性能割の申告納付）

第８１条の６ 環境性能割の納税義務者は、法第４５４条第１項各号に掲げ 第８１条の６ 環境性能割の納税義務者は、法第４５４条第１項各号に掲げ

る３輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、 る３輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、

施行規則第３３号の４様式による申告書を市長に提出するとともに、その 省令 第３３号の４様式による申告書を市長に提出するとともに、その

申告に係る環境性能割額を納付しなければならない。 申告に係る環境性能割額を納付しなければならない。

２ ３輪以上の軽自動車の取得者（環境性能割の納税義務者を除く。）は、 ２ ３輪以上の軽自動車の取得者（環境性能割の納税義務者を除く。）は、

法第４５４条第１項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日 法第４５４条第１項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日

までに、施行規則第３３号の４様式による報告書を市長に提出しなければ までに、省令 第３３号の４様式による報告書を市長に提出しなければ

ならない。 ならない。

（種別割に関する申告又は報告） （種別割に関する申告又は報告）

第８７条 種別割の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者（以下 第８７条 種別割の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者（以下

この節において「軽自動車等の所有者等」という。）は、軽自動車等の所 この節において「軽自動車等の所有者等」という。）は、軽自動車等の所

有者等となった日から１５日以内に、軽自動車及び２輪の小型自動車の所 有者等となった日から１５日以内に、軽自動車及び２輪の小型自動車の所

有者又は使用者にあっては施行規則第３３号の４の２様式による申告書、 有者又は使用者にあっては省令 第３３号の４の２様式による申告書、

原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっては施行規 原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっては省令

則第３３号の５様式による申告書並びにその者の住所を証明すべき書類を 第３３号の５様式による申告書並びにその者の住所を証明すべき書類を

市長に提出しなければならない。 市長に提出しなければならない。

２ 前項の申告書を提出した者は、当該申告事項について変更があった場合 ２ 前項の申告書を提出した者は、当該申告事項について変更があった場合

においては、その事由が生じた日から１５日以内に、当該変更があった事 においては、その事由が生じた日から１５日以内に、当該変更があった事

項について軽自動車及び２輪の小型自動車の所有者又は使用者については 項について軽自動車及び２輪の小型自動車の所有者又は使用者については
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施行規則第３３号の４の２様式による申告書並びに原動機付自転車及び小 省令 第３３号の４の２様式による申告書並びに原動機付自転車及び小

型特殊自動車の所有者又は使用者については施行規則第３３号の５様式に 型特殊自動車の所有者又は使用者については省令 第３３号の５様式に

よる申告書を市長に提出しなければならない。ただし、次項の規定により よる申告書を市長に提出しなければならない。ただし、次項の規定により

申告書を提出すべき場合については、この限りでない。 申告書を提出すべき場合については、この限りでない。

３ 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、軽自動車等の所有者等でなく ３ 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、軽自動車等の所有者等でなく

なった日から３０日以内に、軽自動車及び２輪の小型自動車の所有者又は なった日から３０日以内に、軽自動車及び２輪の小型自動車の所有者又は

使用者については施行規則第３３号の４の２様式による申告書、原動機付 使用者については省令 第３３号の４の２様式による申告書、原動機付

自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者については施行規則第３４ 自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者については省令 第３４

号様式による申告書を市長に提出しなければならない。 号様式による申告書を市長に提出しなければならない。

４ （略） ４ （略）

（種別割の減免） （種別割の減免）

第８９条 （略） 第８９条 （略）

２ 前項の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限 ２ 前項の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限前７日

までに、当該軽自動車等について減免を受けようとする税額及び次に掲げ までに、当該軽自動車等について減免を受けようとする税額及び次に掲げ

る事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証明する書類を添付し る事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証明する書類を添付し

、これを市長に提出しなければならない。 、これを市長に提出しなければならない。

（１）～（８） （略） （１）～（８） （略）

３ （略） ３ （略）

（身体障害者等に対する種別割の減免） （身体障害者等に対する種別割の減免）

第９０条 （略） 第９０条 （略）

２ 前項第１号の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限 ２ 前項第１号の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限

までに、市長に対して、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８ 前７日までに、市長に対して、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８

３号）第１５条の規定により交付された身体障害者手帳（戦傷病者特別援 ３号）第１５条の規定により交付された身体障害者手帳（戦傷病者特別援

護法（昭和３８年法律第１６８号）第４条の規定により戦傷病者手帳の交 護法（昭和３８年法律第１６８号）第４条の規定により戦傷病者手帳の交

付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものにあっては 付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものにあっては

、戦傷病者手帳とする。以下この項において「身体障害者手帳」という。 、戦傷病者手帳とする。以下この項において「身体障害者手帳」という。

）、厚生労働大臣が定めるところにより交付された療育手帳（以下この項 ）、厚生労働大臣が定めるところにより交付された療育手帳（以下この項

において「療育手帳」という。）又は精神保健及び精神障害者福祉に関す において「療育手帳」という。）又は精神保健及び精神障害者福祉に関す

る法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条の規定により交付された精 る法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条の規定により交付された精

神障害者保健福祉手帳（以下この項において「精神障害者保健福祉手帳」 神障害者保健福祉手帳（以下この項において「精神障害者保健福祉手帳」

という。）及び道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第９２条の規定 という。）及び道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第９２条の規定

により交付された身体障害者等又は身体障害者等と生計を一にする者若し により交付された身体障害者等又は身体障害者等と生計を一にする者若し

くは身体障害者等（身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。）を くは身体障害者等（身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。）を

常時介護する者の運転免許証（以下この項において「運転免許証」という 常時介護する者の運転免許証（以下この項において「運転免許証」という

。）を提示するとともに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要 。）を提示するとともに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要
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とする理由を証明する書類を添付して、提出しなければならない。 とする理由を証明する書類を添付して、提出しなければならない。

（１）～（６） （略） （１）～（６） （略）

３ 第１項第２号の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期 ３ 第１項第２号の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期

限 までに、市長に対して、当該軽自動車等の提示（市長が、当該軽 限前７日までに、市長に対して、当該軽自動車等の提示（市長が、当該軽

自動車等の提示に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の 自動車等の提示に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の

提出）をするとともに、前条第２項各号に掲げる事項を記載した申請書を 提出）をするとともに、前条第２項各号に掲げる事項を記載した申請書を

提出しなければならない。 提出しなければならない。

４ （略） ４ （略）

（原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等） （原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等）

第９１条 （略） 第９１条 （略）

２～７ （略） ２～７ （略）

８ 第１項又は第２項の標識の交付を受けた者は、その標識を毀損し、若し ８ 第１項又は第２項の標識の交付を受けた者は、その標識をき損し、若し

くは亡失し、又は磨滅したときは、直ちに、その旨を市長に届け出て、そ くは亡失し、又は磨滅したときは、直ちに、その旨を市長に届け出て、そ

の再交付を受けなければならない。この場合において、当該標識の毀損又 の再交付を受けなければならない。この場合において、当該標識のき損又

は亡失がその者の故意又は過失に基づくときは、弁償金として３００円を は亡失がその者の故意又は過失に基づくときは、弁償金として３００円を

納めなければならない。 納めなければならない。

９ （略） ９ （略）

（製造たばことみなす場合） （製造たばことみなす場合）

第９３条の２ 加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリ 第９３条の２ 加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリ

セリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したもの（たばこ事業法第 セリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したもの（たばこ事業法第

３条第１項に規定する会社（以下この条において「会社」という。）、加 ３条第１項に規定する会社（以下この条において「会社」という。）、加

熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の 熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の

物品又はこれらの混合物を充塡したものを製造した特定販売業者、加熱式 物品又はこれらの混合物を充塡したものを製造した特定販売業者、加熱式

たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品 たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品

又はこれらの混合物を充塡したものを会社又は特定販売業者から委託を受 又はこれらの混合物を充塡したものを会社又は特定販売業者から委託を受

けて製造した者その他これらに準ずる者として施行規則第８条の２の２で けて製造した者その他これらに準ずる者として省令 第８条の２の２で

定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたも 定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたも

のに限る。以下この条及び次条第３項第１号において「特定加熱式たばこ のに限る。以下この条及び次条第３項第１号において「特定加熱式たばこ

喫煙用具」という。）は、製造たばことみなして、この節の規定を適用す 喫煙用具」という。）は、製造たばことみなして、この節の規定を適用す

る。この場合において、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区 る。この場合において、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区

分は、加熱式たばことする。 分は、加熱式たばことする。

（たばこ税の課税標準） （たばこ税の課税標準）

第９４条 （略） 第９４条 （略）

２ （略） ２ （略）
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３ 加熱式たばこに係る第１項の製造たばこの本数は、第１号に掲げる方法 ３ 加熱式たばこに係る第１項の製造たばこの本数は、第１号に掲げる方法

により換算した紙巻たばこの本数に０．６を乗じて計算した紙巻たばこの により換算した紙巻たばこの本数に０．６を乗じて計算した紙巻たばこの

本数、第２号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に０．４を乗 本数、第２号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に０．４を乗

じて計算した紙巻たばこの本数及び第３号に掲げる方法により換算した紙 じて計算した紙巻たばこの本数及び第３号に掲げる方法により換算した紙

巻たばこの本数に０．４を乗じて計算した紙巻たばこの本数の合計数によ 巻たばこの本数に０．４を乗じて計算した紙巻たばこの本数の合計数によ

るものとする。 るものとする。

（１） （略） （１） （略）

（２） 加熱式たばこの重量（フィルターその他の施行規則第１６条の２ （２） 加熱式たばこの重量（フィルターその他の省令 第１６条の２

の２で定めるものに係る部分の重量を除く。）の０．４グラムをもって の２で定めるものに係る部分の重量を除く。）の０．４グラムをもって

紙巻たばこの０．５本に換算する方法 紙巻たばこの０．５本に換算する方法

（３） （略） （３） （略）

４ 第２項の表の左欄に掲げる製造たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算 ４ 第２項の表の左欄に掲げる製造たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算

する場合又は前項第１号 に掲げる方法により同号に規定する加熱式たば する場合又は第３項第１号に掲げる方法により同号に規定する加熱式たば

この重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に この重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に

係る製造たばこの品目ごとの１個当たりの重量に当該製造たばこの品目ご 係る製造たばこの品目ごとの１個当たりの重量に当該製造たばこの品目ご

との数量を乗じて得た重量を第９２条に掲げる製造たばこの区分ごとに合 との数量を乗じて得た重量を第９２条に掲げる製造たばこの区分ごとに合

計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものと 計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものと

する。 する。

５～９ （略） ５～９ （略）

１０ 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は １０ 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は

、施行規則で定めるところによる。 、省令 で定めるところによる。

（たばこ税の課税免除） （たばこ税の課税免除）

第９６条 （略） 第９６条 （略）

２ 前項の規定は、卸売販売業者等が市長に施行規則第１６条の２の３に規 ２ 前項の規定は、卸売販売業者等が市長に省令 第１６条の２の３に規

定する書類を提出しない場合には、適用しない。 定する書類を提出しない場合には、適用しない。

３ （略） ３ （略）

（たばこ税の申告納付の手続） （たばこ税の申告納付の手続）

第９８条 前条の規定によってたばこ税を申告納付すべき者（以下この節に 第９８条 前条の規定によってたばこ税を申告納付すべき者（以下この節に

おいて「申告納税者」という。）は、毎月末日までに、前月の初日から末 おいて「申告納税者」という。）は、毎月末日までに、前月の初日から末

日までの間における売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる 日までの間における売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる

本数の合計数（以下この節において「課税標準数量」という。）及び当該 本数の合計数（以下この節において「課税標準数量」という。）及び当該

課税標準数量に対するたばこ税額、第９６条第１項の規定により免除を受 課税標準数量に対するたばこ税額、第９６条第１項の規定により免除を受

けようとする場合にあっては同項の適用を受けようとする製造たばこに係 けようとする場合にあっては同項の適用を受けようとする製造たばこに係

るたばこ税額並びに次条第１項の規定により控除を受けようとする場合に るたばこ税額並びに次条第１項の規定により控除を受けようとする場合に

あっては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載 あっては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載
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した施行規則第３４号の２様式による申告書を市長に提出し、及びその申 した省令 第３４号の２様式による申告書を市長に提出し、及びその申

告に係る税金を施行規則第３４号の２の５様式による納付書によって納付 告に係る税金を省令 第３４号の２の５様式による納付書によって納付

しなければならない。この場合において、当該申告書には、第９６条第２ しなければならない。この場合において、当該申告書には、第９６条第２

項に規定する書類及び次条第１項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数 項に規定する書類及び次条第１項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数

量についての明細を記載した施行規則第１６号の５様式による書類を添付 量についての明細を記載した省令 第１６号の５様式による書類を添付

しなければならない。 しなければならない。

２ 法第４７３条第２項の規定による総務大臣の指定を受けた卸売販売業者 ２ 法第４７３条第２項の規定による総務大臣の指定を受けた卸売販売業者

等が申告納税者である場合には、前項の規定によって次の表の左欄に掲げ 等が申告納税者である場合には、前項の規定によって次の表の左欄に掲げ

る月に提出すべき申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同欄に る月に提出すべき申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同欄に

掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる月に同項の規定によって提出すべ 掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる月に同項の規定によって提出すべ

き申告書の提出期限と同一の期限とする。この場合において、この項の規 き申告書の提出期限と同一の期限とする。この場合において、この項の規

定による申告書は、施行規則第３４号の２の２様式によらなければならな 定による申告書は、省令 第３４号の２の２様式によらなければならな

い。 い。

表 （略） 表 （略）

３ 次条第１項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち、同項の ３ 次条第１項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち、同項の

規定による控除を受けるべき月において前２項の規定による申告書の提出 規定による控除を受けるべき月において前２項の規定による申告書の提出

を要しない者で、同条第１項の規定による控除を受けるべき金額に相当す を要しない者で、同条第１項の規定による控除を受けるべき金額に相当す

る金額の還付を受けようとするものは、当該還付を受けようとする金額そ る金額の還付を受けようとするものは、当該還付を受けようとする金額そ

の他の事項を記載した施行規則第３４号の２の６様式による申告書を市長 の他の事項を記載した省令 第３４号の２の６様式による申告書を市長

に提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、当該返 に提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、当該返

還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則 還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した省令

第１６号の５様式による書類を添付しなければならない。 第１６号の５様式による書類を添付しなければならない。

４ 申告納税者が法第４７５条第２項の規定により提出する修正申告書は、 ４ 申告納税者が法第４７５条第２項の規定により提出する修正申告書は、

施行規則第３４号の２様式又は第３４号の２の２様式によらなければなら 省令 第３４号の２様式又は第３４号の２の２様式によらなければなら

ない。 ない。

５ 前項の修正申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る第１ ５ 前項の修正申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る第１

項又は第２項の納期限（納期限の延長があったときは、その延長された納 項又は第２項の納期限（納期限の延長があったときは、その延長された納

期限。第１０１条第２項において同じ。）の翌日から納付の日までの期間 期限。第１０１条第２項において同じ。）の翌日から納付の日までの期間

の日数に応じ、当該税額に年１４．６パーセント（修正申告書を提出した の日数に応じ、当該税額に年１４．６パーセント（修正申告書を提出した

日までの期間又はその日の翌日から１月を経過する日までの期間について 日までの期間又はその日の翌日から１月を経過する日までの期間について

は、年７．３パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金 は、年７．３パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金

額を加算して、施行規則第３４号の２の５様式による納付書によって納付 額を加算して、省令 第３４号の２の５様式による納付書によって納付

しなければならない。 しなければならない。

（たばこ税に係る不足税額等の納付手続） （たばこ税に係る不足税額等の納付手続）

第１０１条 たばこ税の納税義務者は、法第４８１条、第４８３条又は第４ 第１０１条 たばこ税の納税義務者は、法第４８１条、第４８３条又は第４

８４条の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額又は過 ８４条の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額又は過
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少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書の指 少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書の指

定する期限までに、施行規則第３４号の２の５様式による納付書によって 定する期限までに、省令 第３４号の２の５様式による納付書によって

納付しなければならない。 納付しなければならない。

２ （略） ２ （略）

（特別土地保有税の免税点） （特別士地保有税の免税点）

第１３６条 （略） 第１３６条 （略）

（特別土地保有税の減免） （特別土地保有税の減免）

第１３９条の３ （略） 第１３９条の３ （略）

２ 前項の規定によって特別土地保有税の減免を受けようとする者は、納期 ２ 前項の規定によって特別土地保有税の減免を受けようとする者は、納期

限 までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けよう 限前７日までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けよう

とする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。 とする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

３ （略） ３ （略）

第３章 目的税 第３章 目的税

第２節 都市計画税

（都市計画税の課税客体等）

第１５２条 都市計画税の課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収につい

ては、渋川市都市計画税条例（平成１８年渋川市条例第５７号）の定める

ところによる。

第３節 国民健康保険税

（国民健康保険税の課税客体等）

第１５３条 国民健康保険税の課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収に

ついては、渋川市国民健康保険税条例（平成１８年渋川市条例第１４４号

）の定めるところによる。

附 則 附 則

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合）

第１０条の２ 法附則第１５条第２項第１号に規定する市町村の条例で定め 第１０条の２ 法附則第１５条第２項第１号に規定する市町村の条例で定め

る割合は、３分の１とする。 る割合は３分の１ とする。

２ 法附則第１５条第２項第２号に規定する市町村の条例で定める割合は、 ２ 法附則第１５条第２項第２号に規定する市町村の条例で定める割合は２

２分の１とする。 分の１ とする。

３ 法附則第１５条第２項第６号に規定する市町村の条例で定める割合は、 ３ 法附則第１５条第２項第６号に規定する市町村の条例で定める割合は４

４分の３とする。 分の３ とする。
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４ 法附則第１５条第８項に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の ４ 法附則第１５条第８項に規定する市町村の条例で定める割合は３分の２

２とする。 とする。

５ 法附則第１５条第３３項第１号イに規定する設備について同号に規定す ５ 法附則第１５条第３３項第１号イに規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は、３分の２とする。 る市町村の条例で定める割合は３分の２ とする。

６ 法附則第１５条第３３項第１号ロに規定する設備について同号に規定す ６ 法附則第１５条第３３項第１号ロに規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は、３分の２とする。 る市町村の条例で定める割合は３分の２ とする。

７ 法附則第１５条第３３項第１号ハに規定する設備について同号に規定す ７ 法附則第１５条第３３項第１号ハに規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は、３分の２とする。 る市町村の条例で定める割合は３分の２ とする。

８ 法附則第１５条第３３項第１号ニに規定する設備について同号に規定す ８ 法附則第１５条第３３項第１号ニに規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は、３分の２とする。 る市町村の条例で定める割合は３分の２ とする。

９ 法附則第１５条第３３項第１号ホに規定する設備について同号に規定す ９ 法附則第１５条第３３項第１号ホに規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は、３分の２とする。 る市町村の条例で定める割合は３分の２ とする。

１０ 法附則第１５条第３３項第２号イに規定する設備について同号に規定 １０ 法附則第１５条第３３項第２号イに規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は、４分の３とする。 する市町村の条例で定める割合は４分の３ とする。

１１ 法附則第１５条第３３項第２号ロに規定する設備について同号に規定 １１ 法附則第１５条第３３項第２号ロに規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は、４分の３とする。 する市町村の条例で定める割合は４分の３ とする。

１２ 法附則第１５条第３３項第３号イに規定する設備について同号に規定 １２ 法附則第１５条第３３項第３号イに規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は、２分の１とする。 する市町村の条例で定める割合は２分の１ とする。

１３ 法附則第１５条第３３項第３号ロに規定する設備について同号に規定 １３ 法附則第１５条第３３項第３号ロに規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は、２分の１とする。 する市町村の条例で定める割合は２分の１ とする。

１４ 法附則第１５条第３３項第３号ハに規定する設備について同号に規定 １４ 法附則第１５条第３３項第３号ハに規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は、２分の１とする。 する市町村の条例で定める割合は２分の１ とする。

１５ 法附則第１５条第３８項に規定する市町村の条例で定める割合は、３ １５ 法附則第１５条第３８項に規定する市町村の条例で定める割合は３分

分の２とする。 の２ とする。

１６ 法附則第１５条第４４項に規定する市町村の条例で定める割合は、２ １６ 法附則第１５条第４４項に規定する市町村の条例で定める割合は２分

分の１とする。 の１ とする。

１７ 法附則第１５条第４５項に規定する市町村の条例で定める割合は、３ １７ 法附則第１５条第４５項に規定する市町村の条例で定める割合は３分

分の２とする。 の２ とする。

１８ 法附則第１５条第４７項に規定する市町村の条例で定める割合は、０ １８ 法附則第１５条第４７項に規定する市町村の条例で定める割合は０

とする。 とする。

１９ 法附則第１５条の８第２項に規定する市町村の条例で定める割合は、 １９ 法附則第１５条の８第２項に規定する市町村の条例で定める割合は３

３分の２とする。 分の２ とする。

（特別土地保有税の課税の特例） （特別土地保有税の課税の特例）

第１５条 （略） 第１５条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 当分の間、土地の取得の日の属する年の翌々年（当該土地の取得の日が ３ 当分の間、土地の取得の日の属する年の翌々年（当該土地の取得の日が
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１月１日である場合にあっては、同日の属する年の翌年）の末日の属する １月１日である場合にあっては、同日の属する年の翌年）の末日の属する

年度以後の年度における当該土地に対して課する特別土地保有税の課税標 年度以後の年度における当該土地に対して課する特別土地保有税の課税標

準は、第１３４条第１項の土地の取得価額又は修正取得価額のいずれか低 準は、第１３４条第１項の土地の取得価額又は修正取得価格のいずれか低

い金額とする。 い金額とする。

４ 前項の「修正取得価額」とは、施行規則附則第８条の５第１項に規定す ４ 前項の「修正取得価額」とは、省令 附則第８条の５第１項に規定す

る額（当該額が、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める る額（当該額が、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める

額を超えない場合にあっては、当該各号に掲げる額）をいう。 額を超えない場合にあっては、当該各号に掲げる額）をいう。

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略）

５ （略） ５ （略）

（短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例） （短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例）

第１８条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第３２ 第１８条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第３２

条第１項に規定する譲渡所得（同条第２項に規定する譲渡による所得を含 条第１項に規定する譲渡所得（同条第２項に規定する譲渡による所得を含

む。）を有する場合には、当該譲渡所得については、第３３条及び第３４ む。）を有する場合には、当該譲渡所得については、第３３条及び第３４

条の３の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の 条の３の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の

金額に対し、課税短期譲渡所得金額（短期譲渡所得の金額（同法第３３条 金額に対し、課税短期譲渡所得金額（短期譲渡所得の金額（同法第３３条

の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３ の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３

４条の３第１項、第３５条第１項又は第３６条の規定に該当する場合には ４条の３第１項、第３５条第１項又は第３６条の規定に該当する場合には

、これらの規定の適用により同法第３２条第１項に規定する短期譲渡所得 、これらの規定の適用により同法第３２条第１項に規定する短期譲渡所得

の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第５項 の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第５項

第１号の規定により読み替えて適用される第３４条の２の規定の適用があ 第１号の規定により読み替えて適用される第３４条の２の 適用があ

る場合には、その適用後の金額）をいう。）の１００分の５．４に相当す る場合には、その適用後の金額）をいう。）の１００分の５．４に相当す

る金額に相当する市民税の所得割を課する。 る金額に相当する市民税の所得割を課する。

２～５ （略） ２～５ （略）



渋川市税条例等の一部を改正する条例（案）新旧対照表
渋川市税条例の一部を改正する条例（平成１８年渋川市条例第２６４号）の一部改正

（第２条関係） （傍線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

附 則 附 則

（市たばこ税に関する経過措置） （市たばこ税に関する経過措置）

第５条 （略） 第５条 （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

５ 第２項の規定により市たばこ税を課する場合には、同項から前項までに ５ 第２項の規定により市たばこ税を課する場合には、同項から前項までに

規定するもののほか、新条例第１９条、第９４条第２項、第９８条第４項 規定するもののほか、新条例第１９条、第９４条第２項、第９８条第４項

及び第５項並びに第１０１条の規定を適用する。この場合において、新条 及び第５項並びに第１０１条の規定を適用する。この場合において、新条

例第１９条中「第９８条第１項若しくは第２項、」とあるのは「渋川市税 例第１９条中「第９８条第１項若しくは第２項、」とあるのは「渋川市税

条例の一部を改正する条例（平成１８年渋川市条例第２６４号。以下この 条例の一部を改正する条例（平成１８年渋川市条例第２６４号。以下この

条及び第２章第４節において「平成１８年改正条例」という。）附則第５ 条及び第２章第４節において「平成１８年改正条例」という。）附則第５

条第４項、」と、同条第２号及び第３号中「第９８条第１項若しくは第２ 条第４項、」と、同条第２号及び第３号中「第９８条第１項若しくは第２

項」とあるのは「平成１８年改正条例附則第５条第３項」と、新条例第９ 項」とあるのは「平成１８年改正条例附則第５条第３項」と、新条例第９

４条第２項中「前項」とあるのは「平成１８年改正条例附則第５条第２項 ４条第２項中「前項」とあるのは「平成１８年改正条例附則第５条第２項

」と、新条例第９８条第４項中「施行規則第３４号の２様式又は第３４号 」と、新条例第９８条第４項中「省令第３４号の２様式 又は第３４号

の２の２様式」とあるのは「地方税法施行規則等の一部を改正する省令（ の２の２様式」とあるのは「地方税法施行規則等の一部を改正する省令（

平成１８年総務省令第６０号）別記第２号様式」と、同条第５項中「第１ 平成１８年総務省令第６０号）別記第２号様式」と、同条第５項中「第１

項又は第２項」とあるのは「平成１８年改正条例附則第５条第４項」と、 項又は第２項」とあるのは「平成１８年改正条例附則第５条第４項」と、

新条例第１０１条第２項中「第９８条第１項又は第２項」とあるのは「平 新条例第１０１条第２項中「第９８条第１項又は第２項」とあるのは「平

成１８年改正条例附則第５条第４項」と読み替えるものとする。 成１８年改正条例附則第５条第４項」と読み替えるものとする。

６ （略） ６ （略） 議
案
第
１
７
３
号
参
考
資
料



渋川市税条例等の一部を改正する条例（案）新旧対照表
渋川市税条例の一部を改正する条例（平成２２年渋川市条例第１６号）の一部改正

（第３条関係） （傍線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

附 則 附 則

（市たばこ税に関する経過措置） （市たばこ税に関する経過措置）

第３条 （略） 第３条 （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

５ 第２項の規定により市たばこ税を課する場合には、同項から前項までに ５ 第２項の規定により市たばこ税を課する場合には、同項から前項までに

規定するもののほか、新条例第１９条、第９４条第２項、第９８条第４項 規定するもののほか、新条例第１９条、第９４条第２項、第９８条第４項

及び第５項並びに第１０１条の規定を適用する。この場合において、新条 及び第５項並びに第１０１条の規定を適用する。この場合において、新条

例第１９条中「第９８条第１項若しくは第２項、」とあるのは「渋川市税 例第１９条中「第９８条第１項若しくは第２項、」とあるのは「渋川市税

条例の一部を改正する条例（平成２２年渋川市条例第１６号。以下この条 条例の一部を改正する条例（平成２２年渋川市条例第１６号。以下この条

及び第２章第４節において「平成２２年改正条例」という。）附則第３条 及び第２章第４節において「平成２２年改正条例」という。）附則第３条

第４項、」と、同条第２号及び第３号中「第９８条第１項若しくは第２項 第４項、」と、同条第２号及び第３号中「第９８条第１項若しくは第２項

」とあるのは「平成２２年改正条例附則第３条第３項」と、新条例第９４ 」とあるのは「平成２２年改正条例附則第３条第３項」と、新条例第９４

条第２項中「前項」とあるのは「平成２２年改正条例附則第３条第２項」 条第２項中「前項」とあるのは「平成２２年改正条例附則第３条第２項」

と、新条例第９８条第４項中「施行規則第３４号の２様式又は第３４号の と、新条例第９８条第４項中「省令第３４号の２様式 又は第３４号の

２の２様式」とあるのは「地方税法施行規則の一部を改正する省令（平成 ２の２様式」とあるのは「地方税法施行規則の一部を改正する省令（平成

２２年総務省令第２７号）別記第２号様式」と、同条第５項中「第１項又 ２２年総務省令第２７号）別記第２号様式」と、同条第５項中「第１項又

は第２項」とあるのは「平成２２年改正条例附則第３条第４項」と、新条 は第２項」とあるのは「平成２２年改正条例附則第３条第４項」と、新条

例第１０１条第２項中「第９８条第１項又は第２項」とあるのは「平成２ 例第１０１条第２項中「第９８条第１項又は第２項」とあるのは「平成２

２年改正条例附則第３条第４項」と読み替えるものとする。 ２年改正条例附則第３条第４項」と読み替えるものとする。

６ （略） ６ （略） 議
案
第
１
７
３
号
参
考
資
料



渋川市税条例等の一部を改正する条例（案）新旧対照表
渋川市税条例等の一部を改正する条例（平成３０年渋川市条例第２６号）の一部改正

（第４条関係） （傍線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（渋川市税条例の一部改正） （渋川市税条例の一部改正）

第１条 渋川市税条例（平成１８年渋川市条例第５６号）の一部を次のよう 第１条 渋川市税条例（平成１８年渋川市条例第５６号）の一部を次のよう

に改正する。 に改正する。

第２３条第１項中「によって」を「により」に改め、同条第３項中「こ 第２３条第１項中「によって」を「により」に改め、同条第３項中「こ

の節」の次に「（第４８条第１０項から第１２項までを除く。）」を加え の節」の次に「（第４８条第１０項から第１２項までを除く。）」を加え

る。 る。

第２４条第１項第２号中「１２５万円」を「１３５万円」に改め、同条 第２４条第１項第２号中「１２５万円」を「１３５万円」に改め、同条

第２項中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改め、「得た金額」 第２項中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改め、「得た金額」

の次に「に１０万円を加算した金額」を加える。 の次に「に１０万円を加算した金額」を加える。

第３４条の２中「扶養控除額を、」の次に「前年の合計所得金額が２， 第３４条の２中「扶養控除額を、」の次に「前年の合計所得金額が２，

５００万円以下である」を加える。 ５００万円以下である」を加える。

第３４条の６中「所得割の納税義務者」を「前年の合計所得金額が２， 第３４条の６中「所得割の納税義務者」を「前年の合計所得金額が２，

５００万円以下である所得割の納税義務者」に、「においては」を「には ５００万円以下である所得割の納税義務者」に、「においては」を「には

」に改める。 」に改める。

第３６条の２第１項中「の者」を「に掲げる者」に改め、同項ただし書 第３６条の２第１項中「の者」を「に掲げる者」に改め、同項ただし書

中「によって」を「により」に改め、「配偶者特別控除額」の次に「（所 中「によって」を「により」に改め、「配偶者特別控除額」の次に「（所

得税法第２条第１項第３３号の４に規定する源泉控除対象配偶者に係るも 得税法第２条第１項第３３号の４に規定する源泉控除対象配偶者に係るも

のを除く。）」を加える。 のを除く。）」を加える。

第４８条第１項中「による申告書」の次に「（第１０項及び第１１項に 第４８条第１項中「による申告書」の次に「（第１０項及び第１１項に

おいて「納税申告書」という。）」を加え、同条に次の３項を加える。 おいて「納税申告書」という。）」を加え、同条に次の３項を加える。

１０ 法第３２１条の８第４２項に規定する特定法人である内国法人は、 １０ 法第３２１条の８第４２項に規定する特定法人である内国法人は、

第１項の規定により、納税申告書により行うこととされている法人の市 第１項の規定により、納税申告書により行うこととされている法人の市

民税の申告については、同項の規定にかかわらず、同条第４２項及び施 民税の申告については、同項の規定にかかわらず、同条第４２項及び省

行規則で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされてい 令 で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされてい

る事項（次項において「申告書記載事項」という。）を、法第７６２条 る事項（次項において「申告書記載事項」という。）を、法第７６２条

第１号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、 第１号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、

地方税共同機構（第１２項において「機構」という。）を経由して行う 地方税共同機構（第１２項において「機構」という。）を経由して行う

方法その他省令で定める方法により市長に提供することにより、行わな 方法その他省令で定める方法により市長に提供することにより、行わな

ければならない。 ければならない。

１１・１２ （略） １１・１２ （略）

議
案
第
１
７
３
号
参
考
資
料



附 則 附 則

（手持品課税に係る市たばこ税） （手持品課税に係る市たばこ税）

第５条 （略） 第５条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成３１年４月１日までに、 ３ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成３１年４月１日までに、

その申告に係る税金を地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。 その申告に係る税金を地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。

以下「施行規則」という。）第３４号の２の５様式による納付書によって 以下「省令 」という。）第３４号の２の５様式による納付書によって

納付しなければならない。 納付しなければならない。

４ 第１項の規定により市たばこ税を課する場合には、前３項に規定するも ４ 第１項の規定により市たばこ税を課する場合には、前３項に規定するも

ののほか、３０年新条例第１９条、第９８条第４項及び第５項、第１００ ののほか、３０年新条例第１９条、第９８条第４項及び第５項、第１００

条の２並びに第１０１条の規定を適用する。この場合において、次の表の 条の２並びに第１０１条の規定を適用する。この場合において、次の表の

左欄に掲げる３０年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ 左欄に掲げる３０年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句とする。 同表の右欄に掲げる字句とする。

第１９条 第９８条第１項若しくは 渋川市税条例等の一部を改正する条例 第１９条 第９８条第１項若しくは 渋川市税条例等の一部を改正する条例

第２項 （平成３０年渋川市条例第２６号。以 第２項 （平成３０年渋川市条例第２６号。以

下この条及び第２章第４節において「 下この条及び第２章第４節において「

平成３０年改正条例」という。）附則 平成３０年改正条例」という。）附則

第５条第３項 第５条第３項

（略） （略）

第９８条 施行規則第３４号の２様 地方税法施行規則の一部を改正する省 第９８条 省令第３４号の２様式 地方税法施行規則の一部を改正する省

第４項 式又は第３４号の２の２ 令（平成３０年総務省令第２４号）別 第４項 又は第３４号の２の２ 令（平成３０年総務省令第２４号）別

様式 記第２号様式 様式 記第２号様式

（略） （略）

５ ３０年新条例第９９条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理 ５ ３０年新条例第９９条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理

由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造 由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造

たばこのうち、第１項の規定により市たばこ税を課された、又は課される たばこのうち、第１項の規定により市たばこ税を課された、又は課される

べきものの返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合にお べきものの返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合にお

いて、当該卸売販売業者等は、施行規則第１６条の２の５又は第１６条の いて、当該卸売販売業者等は、省令 第１６条の２の５又は第１６条の

４の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第 ４の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき省令 第

１６号の５様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項 １６号の５様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項

」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて第１項の 」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて第１項の

規定により市たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証する 規定により市たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証する
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に足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を に足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を

記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければならな 記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければならな

い。 い。

（手持品課税に係る市たばこ税） （手持品課税に係る市たばこ税）

第８条 （略） 第８条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成３３年３月３１日までに ３ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成３３年３月３１日までに

、その申告に係る税金を施行規則第３４号の２の５様式による納付書によ 、その申告に係る税金を省令 第３４号の２の５様式による納付書によ

って納付しなければならない。 って納付しなければならない。

４ 第１項の規定により市たばこ税を課する場合には、前３項に規定するも ４ 第１項の規定により市たばこ税を課する場合には、前３項に規定するも

ののほか、第３条の規定による改正後の市税条例（以下この項及び次項に ののほか、第３条の規定による改正後の市税条例（以下この項及び次項に

おいて「３２年新条例」という。）第１９条、第９８条第４項及び第５項 おいて「３２年新条例」という。）第１９条、第９８条第４項及び第５項

、第１００条の２並びに第１０１条の規定を適用する。この場合において 、第１００条の２並びに第１０１条の規定を適用する。この場合において

、次の表の左欄に掲げる３２年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は 、次の表の左欄に掲げる３２年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は

、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第１９条 第９８条第１項若しくは 渋川市税条例等の一部を改正する条例 第１９条 第９８条第１項若しくは 渋川市税条例等の一部を改正する条例

第２項 （平成３０年渋川市条例第２６号。以 第２項 （平成３０年渋川市条例第２６号。以

下この条及び第２章第４節において「 下この条及び第２章第４節において「

平成３０年改正条例」という。）附則 平成３０年改正条例」という。）附則

第８条第３項 第８条第３項

（略） （略）

第９８条 施行規則第３４号の２様 地方税法施行規則の一部を改正する省 第９８条 省令第３４号の２様式 地方税法施行規則の一部を改正する省

第４項 式又は第３４号の２の２ 令（平成３０年総務省令第２５号）別 第４項 又は第３４号の２の２ 令（平成３０年総務省令第２５号）別

様式 記第２号様式 様式 記第２号様式

（略） （略）

５ ３２年新条例第９９条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理 ５ ３２年新条例第９９条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理

由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造 由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造

たばこのうち、第１項の規定により市たばこ税を課された、又は課される たばこのうち、第１項の規定により市たばこ税を課された、又は課される

べきものの返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合にお べきものの返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合にお

いて、当該卸売販売業者等は、施行規則第１６条の２の５又は第１６条の いて、当該卸売販売業者等は、省令 第１６条の２の５又は第１６条の

４の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第 ４の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき省令 第

１６号の５様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項 １６号の５様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項
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」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて第１項の 」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて第１項の

規定により市たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証する 規定により市たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証する

に足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を に足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を

記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければならな 記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければならな

い。 い。

（手持品課税に係る市たばこ税） （手持品課税に係る市たばこ税）

第１０条 （略） 第１０条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成３４年３月３１日までに ３ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成３４年３月３１日までに

、その申告に係る税金を施行規則第３４号の２の５様式による納付書によ 、その申告に係る税金を省令 第３４号の２の５様式による納付書によ

って納付しなければならない。 って納付しなければならない。

４ 第１項の規定により市たばこ税を課する場合には、前３項に規定するも ４ 第１項の規定により市たばこ税を課する場合には、前３項に規定するも

ののほか、第４条の規定による改正後の市税条例（以下この項及び次項に ののほか、第４条の規定による改正後の市税条例（以下この項及び次項に

おいて「３３年新条例」という。）第１９条、第９８条第４項及び第５項 おいて「３３年新条例」という。）第１９条、第９８条第４項及び第５項

、第１００条の２並びに第１０１条の規定を適用する。この場合において 、第１００条の２並びに第１０１条の規定を適用する。この場合において

、次の表の左欄に掲げる３３年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は 、次の表の左欄に掲げる３３年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は

、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第１９条 第９８条第１項若しくは 渋川市税条例等の一部を改正する条例 第１９条 第９８条第１項若しくは 渋川市税条例等の一部を改正する条例

第２項 （平成３０年渋川市条例第２６号。以 第２項 （平成３０年渋川市条例第２６号。以

下この条及び第２章第４節において「 下この条及び第２章第４節において「

平成３０年改正条例」という。）附則 平成３０年改正条例」という。）附則

第１０条第３項 第１０条第３項

（略） （略）

第９８条 施行規則第３４号の２様 地方税法施行規則の一部を改正する省 第９８条 省令第３４号の２様式 地方税法施行規則の一部を改正する省

第４項 式又は第３４号の２の２ 令（平成３０年総務省令第２５号）別 第４項 又は第３４号の２の２ 令（平成３０年総務省令第２５号）別

様式 記第２号様式 様式 記第２号様式

（略） （略）

５ ３３年新条例第９９条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理 ５ ３３年新条例第９９条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理

由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造 由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造

たばこのうち、第１項の規定により市たばこ税を課された、又は課される たばこのうち、第１項の規定により市たばこ税を課された、又は課される

べきものの返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合にお べきものの返還を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合にお

いて、当該卸売販売業者等は、施行規則第１６条の２の５又は第１６条の いて、当該卸売販売業者等は、省令 第１６条の２の５又は第１６条の
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４の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第 ４の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき省令 第

１６号の５様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項 １６号の５様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項

」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて第１項の 」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて第１項の

規定により市たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証する 規定により市たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証する

に足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を に足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を

記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければならな 記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければならな

い。 い。



渋川市税条例等の一部を改正する条例（案）新旧対照表
渋川市税条例等の一部を改正する条例（平成３１年渋川市条例第４３号）の一部改正

（第５条関係） （傍線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（渋川市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） （渋川市税条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第３条 渋川市税条例等の一部を改正する条例（平成３０年渋川市条例第２ 第３条 渋川市税条例等の一部を改正する条例（平成３０年渋川市条例第２

６号）の一部を次のように改正する。 ６号）の一部を次のように改正する。

第１条のうち、渋川市税条例第４８条第１項の改正規定中「及び第１１ 第１条のうち、渋川市税条例第４８条第１項の改正規定中「及び第１１

項」を「、第１１項及び第１３項」に改め、同条に３項を加える改正規定 項」を「、第１１項及び第１３項」に改め、同条に３項を加える改正規定

中「３項」を「８項」に改め、同改正規定（同条第１０項に係る部分に限 中「３項」を「８項」に改め、同改正規定（同条第１０項に係る部分に限

る。）中「次項」の次に「及び第１２項」を加え、「その他省令で定める る。）中「次項」の次に「及び第１２項」を加え、「その他省令で定める

方法」を削り、同改正規定（同条第１２項に係る部分に限る。）中「申告 方法」を削り、同改正規定（同条第１２項に係る部分に限る。）中「申告

は、」の次に「申告書記載事項が」を加え、同改正規定に次のように加え は、」の次に「申告書記載事項が」を加え、同改正規定に次のように加え

る。 る。

１３ 第１０項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由に １３ 第１０項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由に

より地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると より地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると

認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出 認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出

することができると認められる場合において、同項の規定を適用しない することができると認められる場合において、同項の規定を適用しない

で納税申告書を提出することについて市長の承認を受けたときは、当該 で納税申告書を提出することについて市長の承認を受けたときは、当該

市長が指定する期間内に行う同項の申告については、前３項の規定は、 市長が指定する期間内に行う同項の申告については、前３項の規定は、

適用しない。法人税法第７５条の４第２項の申請書を同項に規定する納 適用しない。法人税法第７５条の４第２項の申請書を同項に規定する納

税地の所轄税務署長に提出した第１０項の内国法人が、当該税務署長の 税地の所轄税務署長に提出した第１０項の内国法人が、当該税務署長の

承認を受け、又は当該税務署長の却下の処分を受けていない旨を記載し 承認を受け、又は当該税務署長の却下の処分を受けていない旨を記載し

た施行規則で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又は た省令 で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又は

納税申告書に添付して当該提出期限までに、市長に提出した場合におけ 納税申告書に添付して当該提出期限までに、市長に提出した場合におけ

る当該税務署長が指定する期間内に行う第１０項の申告についても、同 る当該税務署長が指定する期間内に行う第１０項の申告についても、同

様とする。 様とする。

１４ 前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の適 １４ 前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の適

用を受けることが必要となった事情、同項前段の規定による指定を受け 用を受けることが必要となった事情、同項前段の規定による指定を受け

ようとする期間その他施行規則で定める事項を記載した申請書に施行規 ようとする期間その他省令 で定める事項を記載した申請書に省令

則で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の１５日前までに、こ で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の１５日前までに、こ

れを市長に提出しなければならない。 れを市長に提出しなければならない。

１５ 第１３項の規定の適用を受けている内国法人は、第１０項の申告に １５ 第１３項の規定の適用を受けている内国法人は、第１０項の申告に

つき第１３項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その つき第１３項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その

旨その他施行規則で定める事項を記載した届出書を市長に提出しなけれ 旨その他省令 で定める事項を記載した届出書を市長に提出しなけれ
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ばならない。 ばならない。

１６・１７ （略） １６・１７ （略）
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渋川市税条例等の一部を改正する条例（案）新旧対照表
渋川市税条例の一部を改正する条例（令和元年渋川市条例第３号）の一部改正

（第６条関係） （傍線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

第１条 渋川市税条例（平成１８年渋川市条例第５６号）の一部を次のよう 第１条 渋川市税条例（平成１８年渋川市条例第５６号）の一部を次のよう

に改正する。 に改正する。

第３６条の２中第８項を第９項とし、第７項を第８項とし、第６項を第 第３６条の２中第８項を第９項とし、第７項を第８項とし、第６項を第

７項とし、第５項の次に次の１項を加える。 ７項とし、第５項の次に次の１項を加える。

６ 第１項又は前項の場合において、前年において支払を受けた給与で所 ６ 第１項又は前項の場合において、前年において支払を受けた給与で所

得税法第１９０条の規定の適用を受けたものを有する者で市内に住所を 得税法第１９０条の規定の適用を受けたものを有する者で市内に住所を

有するものが、第１項の申告書を提出するときは、法第３１７条の２第 有するものが、第１項の申告書を提出するときは、法第３１７条の２第

１項各号に掲げる事項のうち施行規則で定めるものについては、施行規 １項各号に掲げる事項のうち省令 で定めるものについては、省令

則で定める記載によることができる。 で定める記載によることができる。 

第３６条の３の２の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書 第３６条の３の２の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書

」に改め、同条第１項中「同項の」を「同項に規定する」に 」に改め、同条第１項中「同項の」を「同項に規定する」に、「施行規則

改め、同項中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号 」を「省令」に改め、同項中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号

を加える。 を加える。

（３） 当該給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨 （３） 当該給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨

第３６条の３の３の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書 第３６条の３の３の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書

」に改め、同条第１項中「第２０３条の５第１項」を「第２０３条の６第 」に改め、同条第１項中「第２０３条の５第１項」を「第２０３条の６第

１項」に改め、「ならない者」の次に「又は法の施行地において同項に規 １項」に改め、「ならない者」の次に「又は法の施行地において同項に規

定する公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを 定する公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを

除く。以下この項において「公的年金等」という。）の支払を受ける者で 除く。以下この項において「公的年金等」という。）の支払を受ける者で

あって、扶養親族（控除対象扶養親族を除く。）を有する者若しくは単身 あって、扶養親族（控除対象扶養親族を除く。）を有する者若しくは単身

児童扶養者である者」を加え、「同項の」を「所得税法第２０３条の６第 児童扶養者である者」を加え、「同項の」を「所得税法第２０３条の６第

１項に規定する」に、「同項に規定する公的年金等」を「公的年金等」に １項に規定する」に、「同項に規定する公的年金等」を「公的年金等」に

改め、同項中第３号を第４号とし、第２号の 、「施行規則」を「省令」に改め、同項中第３号を第４号とし、第２号の

次に次の１号を加える。 次に次の１号を加える。

（３） 当該公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合には、 （３） 当該公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合には、

その旨 その旨

第３６条の３の３第２項中「第２０３条の５第２項」を「第２０３条の 第３６条の３の３第２項中「第２０３条の５第２項」を「第２０３条の

６第２項」に 改め、同条第４項中「第２０３ ６第２項」に、「施行規則」を「省令」に改め、同条第４項中「第２０３

条の５第５項」を「第２０３条の６第６項」に 条の５第５項」を「第２０３条の６第６項」に、「施行規則」を「省令」

改める。 に改める。
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